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(57)【要約】
【課題】あらゆる異なる長さの接続ドリルを収納、保持
できるようにする。
【解決手段】ケース本体の下方の収納部12と、この収納
部12の上方の挟持部20と、ケース本体の背面側の取付部
16とから成る接続ドリル用ケースである。収納部12をケ
ース本体と別体に形成してケース本体と着脱可能に構成
する。収納部12の背面側の上下方向に係合受部を設け、
この係合受部に係合する係合部を前記挟持部20の下方に
設け、係合部を係合受部に係合することにより収納部12
がケース本体と合体する。前記係合部の先端に突出部を
形成し、この突出部と係合する係合孔部を収納部12の背
面側の上下方向に複数列設する。前記突出部を係合孔部
の内の任意のものに係合し、収納部12の取付位置を変更
することができる。
【選択図】図１



(2) JP 2013-18064 A 2013.1.31

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続ドリルの先端部分を被覆し収納する収納部(12)と、この収納部(12)の上方に設けら
れ、接続ドリルの基端側筒状本体部を挟持する挟持部(20)と、背面側に設けられ、使用者
のポケット部やベルト部等の被取付部位に取り付けられる取付部(16)とから成る接続ドリ
ル用ケースにおいて、
　前記収納部(12)をケース本体と別体に形成してケース本体と着脱可能に構成したことを
特徴とする接続ドリル用ケース。
【請求項２】
　前記収納部(12)の背面側の上下方向に係合受部(17)を設け、この係合受部(17)に係合す
る係合部(18)を前記挟持部(20)の下方に設け、係合部(18)を係合受部(17)に係合し、固定
することにより収納部(12)がケース本体に合体することを特徴とする請求項１に記載の接
続ドリル用ケース。
【請求項３】
　前記係合部(18)の先端に突出部(18t) を形成し、この突出部(18t) と係合する係合孔部
(17h) を収納部(12)の背面側の係合受部(17)の上下方向に複数列設することにより、前記
突出部(18t) を複数の係合孔部(17h, 17h, …)の内の任意のものを選択して係合すること
により、収納部(12)のケース本体への取り付け位置を変更できることを特徴とする請求項
２に記載の接続ドリル用ケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インパクトドライバーや電動ドリルドライバー等の電動回転工具のドライバ
ービットの先端に着脱自在に連結できる接続ドリル用の収納ケースに関するものであって
、作業者の工具袋又は衣服のポケット部やベルト部等に取り付けて使用できるものに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来この種の収納ケースは、市場に存在していなかったが、本願出願人が最初に提案し
た下記特許文献１に記載のものを挙げることができる。
　この登録意匠に係る接続ドリル用ケースの構造は、合成樹脂製の有底筒状の本体部の背
面側に工具袋又は衣服ポケット部やベルト部に取り付けるためのクリップ形状の取付部を
設け、本体部の上端開口部の開口周縁部に４つの切込部を形成し、開口周縁部が多少拡縮
できるようにしたものである。
　この開口部から接続ドリルの先端のドリルビットを挿入して、開口部の開口周縁部に接
続ドリルの筒状本体部に形成された環状凹部を係合させて収納し、固定をすることができ
るものである。
【０００３】
　特許文献２に記載の登録意匠は、上記特許文献１に記載のものを改良したものであって
、
接続ドリル先端を収納する収納部の上方に挟持部を設け、この挟持部によって接続ドリル
の基端側筒状本体部を挟持できるようにしたものである。
　更に、この特許文献２と同時期に本願出願人は、特願２０１０－５４９７３号の下、平
成２２年３月１１日に接続ドリル用ケースに係る発明を提案している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】意匠登録第１３６９５１３号公報
【特許文献２】意匠登録第１３９８０７９号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記先の特許出願に係る接続ドリル用ケースにおいては、電動回転工具の回転駆動軸に
固定されているドライバービットの先端部に、ケース内に収納されている状態の接続ドリ
ルを片手で装着でき、或いは、片手でこの接続ドリルをケース内に収納して固定し、その
状態で電動回転工具のドライバービットを接続ドリルから抜き取ることができるようにし
たケースに係る発明をを提案したものである。
【０００６】
　本発明においては、上記先の特許出願に係る発明とは異なり、接続ドリルは、電動回転
工具のドライバービットから取り外した状態で、ケース内に収納したり、取り出したりす
るものであるが、このケース自体を２ウェイに使用できるようにすること。即ち、異なる
形態及び長さの接続ドリルに対応できるように、そのケース本体の形態を変更できるよう
にすることをその課題としている。
【０００７】
　より詳しくは、接続ドリルには、ドリルビットの径が異なるものがあり、また非常に長
いシャフトを有するものもあるため、これらの形態に応じて、ケースの形態をも変更でき
るようにすること、つまり、収納できる上下方向の長さを変更したり、下方に位置する収
納部を取り外したりできるようにすることをその課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の第１のものは、接続ドリルの先端部分を被覆し収
納する収納部と、この収納部の上方に設けられ、接続ドリルの基端側筒状本体部を挟持す
る挟持部と、背面側に設けられ、使用者のポケット部やベルト部等の被取付部位に取り付
けられる取付部とから成る接続ドリル用ケースにおいて、前記収納部をケース本体と別体
に形成してケース本体と着脱可能に構成したことを特徴とする接続ドリル用ケースである
。
【０００９】
　本発明の第２のものは、上記第１の発明において、前記収納部の背面側の上下方向に係
合受部を設け、この係合受部に係合する係合部を前記挟持部の下方に設け、係合部を係合
受部に係合し、固定することにより収納部がケース本体に合体することを特徴とする接続
ドリル用ケースである。
【００１０】
　本発明の第３のものは、上記第２の発明において、前記係合部の先端に突出部を形成し
、この突出部と係合する係合孔部を収納部の背面側の係合受部の上下方向に複数列設する
ことにより、前記突出部を複数の係合孔部の内の任意のものを選択して係合することによ
り、収納部のケース本体への取り付け位置を変更できることを特徴とする接続ドリル用ケ
ースである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の第１のものにおいては、ケース本体の下方に設けられた収納部をケース本体か
ら分離することができるために、ケース本体の上方の挟持部に接続ドリルを挟持させて、
その状態で保持できる。
　従って、収納部を分離した状態で接続ドリルを保持できるために、その接続ドリルの上
下方向の長さがケースの長さよりも長いものであっても、保持することができるものとな
る。
【００１２】
　本発明の第２のものにおいては、ケース本体と収納部の合体構成を特定したものである
。
　即ち、収納部の背面側の上下方向に係合受部を設け、この係合受部に係合する係合部を
前記挟持部の下方に設け、係合部を係合受部に係合して固定することにより収納部をケー
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ス本体に合体できるようにしたものである。
　これにより、保持される接続ドリルのドリル先端部分が収納部により保護され、安全性
も向上する。
【００１３】
　本発明の第３のものにおいては、係合部の先端に突出部を形成し、この突出部と係合す
る係合孔部を収納部の背面側の上下方向に複数列設することにより、前記突出部を複数列
設された係合孔部の内の任意のものを選択して係合することにより、収納部のケース本体
への取り付け位置を変更できるようにしたのである。
　即ち、この第３の発明においては、収納部を合体させた状態で、更にこの収納部の取り
付け位置を任意に選択し、変更することができ、ケースの全体長さ以上の接続ドリルの収
納は不可能としても（第１の発明では可能）、ケースの全体長さ以内で、異なる長さの接
続ドリルの収納が可能となるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の接続ドリル用ケースに係る一実施形態の全体斜視図である。
【図２】上記実施形態に係る接続ドリル用ケースの分解斜視図である
【図３】図１の中央縦断面図である。
【図４】上記実施形態に係るケース内に接続ドリルを収納した状態を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、添付の図面と共に本発明の一実施形態について説明する。
　図１は、本発明の接続ドリル用ケースに係る一実施形態の全体斜視図である。
　本発明に係る接続ドリル用ケース１０は、その全体がプラスチック製であり、ケース本
体の下方に接続ドリルの先端側のドリルビットを収納できる収納部１２が設けられている
。
　そして、この収納部１２は、ドリル本体から分離可能に形成されている。
【００１６】
　この収納部１２は、有底筒状形態を有し、底部の側に向かって徐々にその内径が小さく
なるように形成されている。これは接続ドリルの外形形状に適合させたためである。
　勿論、この収納部は、底部の内径を小さくせずに、その上端から底部まで同径の円筒形
状のものであってもよい。
　収納部１２の上端の開口部１３は、その開口面が前面側（図中左側）に大きく切り欠か
れて斜めに傾斜するように形成されている。接続ドリルの先端部を挿入しやすくするため
である。
【００１７】
　収納部１２の背面側（図中右側）の上方部から上方に延長するように柱状部１５が設け
られ、この柱状部１５の背面側に取付部としてのクリップ部１６が形成されている。
　このクリップ部１６によって、被取付部位である工具袋やズボンのポケット部、上衣の
胸ポケット部、或いはベルト部に取り付けることができる。
　クリップ部１６の内側面には、適宜抜け防止用の突起部１６ｔ（図３参照）を設けてお
くことが好ましい。
　尚、この柱状部１５の下方部分は、収納部１２の背面側と相互に係合可能に形成されて
いるが、この点については後の図２により説明する。
【００１８】
　柱状部１５の上端部の前方側には、挟持部２０が設けられている。
　挟持部２０は、接続ドリルの筒状本体部を挟持するためのものである。
　この挟持部２０は、柱状部１５の上端部前方から延長する支持部２０ｎの前方に設けら
れた平面視略円弧形状の挟持片２０ｋ、２０ｋからなるものである。
　従って、挟持片２０ｋ、２０ｋの前方先端部には、切欠開口部２２が形成されている。
【００１９】
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　この切欠開口部２２から接続ドリルの筒状本体部が嵌め入れられるのである。
　尚、この挟持部２０の平面視形状は、円弧形状でなくともよく、略Ｕ字形状でもよく、
要するに接続ドリルの筒状本体部を挟持できる形状であればよいものである。
　また、挟持片２０ｋ、２０ｋの切欠開口部２２の側の端部は、それぞれ外側に拡開する
導入縁部２０ｓ、２０ｓが設けられ、接続ドリルの筒状本体部を嵌め入れ易くする手段が
講じられている。
【００２０】
　図２は、上記実施形態に係る接続ドリル用ケースの分解斜視図である。
　この図から解る通り、本発明に係るケースにおいては、収納部１２がケース本体から装
脱着可能に分離・合体ができる。
　即ち、収納部１２の背面側の上下方向には、横断面略長方形の長孔から成る係合受部１
７が形成され、この係合受部１７と係合する係合部１８が柱状部１５の下方部分に形成さ
れ、こられ係合受部１７に係合部１８が嵌入し、係合して両者が合体される。
【００２１】
　更に、係合部１８の下端には突出部１８ｔが形成され、係合受部１７の途中に列設され
た３つの係合孔部１７ｈのそれぞれに係合できるように構成されている。
　これにより、３つの係合孔部１７ｈの何れかに前記突出部１８ｔを係合させることによ
り、収納部１２の位置が決定され、本発明に係る接続ドリル用ケース１０が完成する。
　従って、上記突出部１８ｔと係合孔部１７ｈとの相互の係合、固定により、ケース１０
の上下方向長さが決定され、且つ、収納部１２がケース本体に固定されるのである。
【００２２】
　図３は、図１の中央縦断面図である。
　尚、この図においては、収納部１２の底部が開口された状態に描かれている。
　この図から、柱状部１５の下方の係合部１８とその下端の突出部１８ｔと収納部１２の
背面側に列設された係合孔部１７ｈとの関係を見て取ることができる。
　柱状部１５の下方の係合部１８は薄板状の形態を有し、その前面中央縦方向に突条部１
８ｐが形成され、これに適合するように、収納部１２の背面側に係合受部１７が上下方向
に形成されている。この係合受部１７は、横断面略長方形の縦方向の孔部であり、その前
方中央縦方向に切れ目１７ｃが形成されている（図２参照）。
【００２３】
　柱状部１５の係合部１８の下方先端部の突出部１８ｔを収納部１２の係合受部１７内に
導入し、下端の突出部１８ｔを収納部１２の係合受部１７の３つの係合孔部１７ｈの何れ
かと係合させて固定することができるのである。
　この係合孔部１７ｈの数は、最低１個でもよい。この係合孔部１７ｈを設ける位置によ
り、収納部１２の位置も決定され、その係合孔部１７ｈの位置も変更して設けることがで
きるからである。
【００２４】
　図４は、接続ドリルを上記実施形態に係るケース内に収納した状態を示す正面図である
。
　接続ドリル５０は、従来からあるアダプター形式のもので、筒状本体部５１の両端部に
操作筒体５２、５３が設けられ、下方に位置する操作筒体５２の側には、ドリルビット５
５が装着されたものである。
　これらの操作筒体５２、５３は、軸方向（長手方向）に往復動可能で、これらを往復動
させることにより、図中の上端側では電動ドライバーのドライバービットが装着され、そ
の下端側ではドリルビット５５が装着されるものである。
【００２５】
　本発明においては、この接続ドリル５０は、予め電動ドライバーのドライバービットか
ら取り外した状態で、ケース内に収納するものである。
　即ち、その下方のドリルビット５５の先端部を収納部１２内に挿入しつつ、基端部側（
上方側）の筒状本体部５１を挟持部２０に挟持させて、収納・固定するのである。
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　そして、本発明においては、収納部１２が柱状部１５の下方の係合部１８と相互に係合
して固定されるのであるが、その際に３つ設けられた係合孔部１７ｈの内の１つのものを
選択することにより、異なる長さの接続ドリルに対応することができる。
【００２６】
　尚、係合部１８の下端の突出部１８ｔを係合孔部１７ｈから離脱させる際には、突出部
１８ｔを係合孔部１７ｈの外側から指先の爪部で押し込むことによって、両者の係合を解
除して、離脱させ、係合部１８を係合受部１７から離脱させることができる。
　勿論、先端の尖った物品を利用して、突出部１８ｔと係合孔部１７ｈとの係合離脱を行
なうことも当然可能である。
【００２７】
　収納部１２内に収まることの出来ない長さの長い接続ドリルの場合には、収納部１２を
ケース本体から分離した状態で、接続ドリルの筒状本体部を挟持部２０によって保持する
ことができるのである。
　このように、本発明にあっては、収納部１２をケース本体から分離できるようにし、且
つ収納部１２の取付位置をも変更できることにより、あらゆる長さの接続ドリルに対応す
ることができるものである。
【００２８】
　以上、実施形態について説明したが、本発明においては以下の通り種々設計変更するこ
とができる。
　本発明に係るケースにおいては、収納部の形状や大きさ等を種々設計変更することがで
きる。
　挟持部の上下方向の幅も自由に設計することができるし、その切欠開口部側の上下方向
の幅を小さくし、背面側を大きくすることも自由である。
　取付部は、クリップ部ばかりでなく、ベルト挿通部として形成することもできるし、こ
れらクリップ部とベルト挿通部の両者を共に設けてもよい。
【００２９】
　収納部の底部は、上記実施形態では有底で、塞がっているが、この底部を開口したまま
の状態とすることもできる。
　収納部に設けた係合受部とケース本体側の係合部との係合構造についても、上記実施形
態に限られず自由に設計変更可能である。
　収納部に列設した複数の係合孔部も１つのみ設けるものであってもよいが、異なる長さ
のドリルに対応させるために、複数設けておくことが望ましく、その数も４個以上でもよ
い。
　係合孔部は、収納部の背面側に設けたが、収納部の内面側に開口するように形成するこ
ともできる。
　この場合には、係合部の下端に設けた突出部は、係合部の背面側と反対の前面側に設け
る必要がある。
【００３０】
　尚、本発明においては、ケース本体から収納部を分離可能で、ツーピースのものとして
提案しているが、その使い方は、使用者が自由に決定することができる。
　即ち、長さの短い接続ドリルで収納部内に収まるサイズのものであっても、収納部を取
り外したままで挟持部に保持させ、先端のドリルビットを露出させたままの状態で使用す
ることも可能である。
【００３１】
　これは、使用者の使い勝手の問題で、収納部にドリルビットの先端を収納しつつ挟持部
にドリル本体部を挟持させる手間が煩わしいという使用者も居るために、より簡単に挟持
部のみに保持させて使えるようにして、これらの使用者の要望に応えるべく、ツーピース
としたものである。
　或いは、ドリルビットの先端の保護のために、収納部を必須のものと考える使用者の場
合には、収納部を取り付けた状態で使用できるようにし、個々の需要者又は使用者の要望
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を充足できるようにするために創案されたものである。
【００３２】
　以上、本発明は、これまでにない新規で独創的なケースを創案し、あらゆる長さの接続
ドリルをも保持し、収納できる便利な接続ドリル用ケースを提案することができたもので
ある。
【符号の説明】
【００３３】
　１０　接続ドリル用ケース
　１２　収納部
　１３　開口部
　１５　柱状部
　１６　クリップ部（取付部）
　１７　係合受部
　１７ｃ　切れ目
　１７ｈ　係合孔部
　１８　係合部
　１８ｐ　突条部
　１８ｔ　突出部
　２０　挟持部
　２０ｋ　挟持片
　２２　切欠開口部
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